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退職所得控除の調整規定等の見直しについて 

令和 8年 1月 1日以降に確定拠出年金および退職手当等の支払いを受ける
場合の税負担が変わります！ 
 令和7年度税制改正で変更された「退職所得控除」に関する重要なポイントをお伝えします。 
この改正は、退職金や確定拠出年金（DC一時金）を受け取るタイミングによって税負担が変わるため、退職時期
を検討する上で非常に重要な内容です。 
 

退職所得控除とは 
計算方法は以下のようになります。 
★退職所得＝（退職金-退職所得控除額：A）×1/2 
・勤続年数が 20年以下の人の場合→A＝40万円×（勤続年数） 
・勤続年数が 20年超の人の場合→A＝800万円＋70 万円×（勤続年数-20年） 
 

ただし、一定の期間内に複数の退職金を受けとった場合には、退職所得控除額の調整（減算）が必要となり
ます。本年分の退職手当等の勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数（重複期間
に 1年未満の端数がある場合には切り捨てます。）に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した残
額が退職所得控除額となります。 
 

改正の内容 
退職手当等の一時金の支払を受ける年の前年以前 9年内に、DC 一時金を受給している場合には退職所
得控除の計算上、勤続年数等の退職所得控除の調整の対象とします（改正前：4年前） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・退職手当等一時金②の支払を受けた年の前年以前 9年内に DC一時金①を受給していることから、 
②は「退職所得控除の調整規定等の見直し」により退職所得控除を満額利用できなくなります。 
【参考】 
退職手当等一時金を先に受け取り 20年以上経過した後に、DC一時金を受け取った場合は 
退職所得控除を満額利用できます。（改正なし） 
 
【参考】 

・国税庁「令和７年度税制改正の大綱（令和６年12月27日閣議決定）等（抄）」（11-12頁） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf 

・国税庁「退職金を受け取ったとき（退職所得）」 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm 

・国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm 

ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【森川】 
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